
第３号議案 
 

平成 18年度事業計画書 
 
 １ 重点事項 
 （１）建築設計事務所の業務の適正化に係る「建築士法の抜本改正」の要望活動 
 （２）建築設計事務所の業務を通じ、豊かな生活や社会環境の形成をはかる 
 （３）地域社会に向けた会員情報提供と協会活動の情報開示 
（４）建築士事務所の資質向上を図り、業務を通じて社会に貢献する 
（５）地域社会の建築文化や景観形成活動等への積極的参画 
（６）業務品質の維持向上と業務報酬の適正運用の周知運動 
 
 
２ 事業の推進 
 １．総務委員会 
（１）会員増強を含めた組織運営に関すること 
（２）定款及び諸規定の見直しと整備、本会組織機能の検討並びに調整 
（３）本会と支部及びに会員の交流推進 
（４）会員の福利厚生と賠償責任保険への加入推進 
（５）建築作品表彰の実施 
（６）賛助会員との交流 
（７）公益法人制度改革に伴う調査研究 
（７）他の委員会に属さない事項 
 
 ２．CPD研修委員会 
（１）知事指定講習会・指定法人講習会（開設者・管理建築士）、分野別講習会及び関係 

法令に関する講習会の開催 
（２）「建築設計事務所のＣＰＤ制度」の実施 
（３）条例・要綱改正等に関する協力 

 
３．設計環境改善委員会 

 （１）建築設計業務のＰＲと業務報酬算定基準の適正運用の要望 
 （２）入札によらない設計者選定方式の研究 
 （３）業務書式の作成と会員への各種業務支援サービス 
 （４）ＣＡＬＳ／ＥＣへの対応 
 （５）インタネットコンペの開催 
（６）住宅金融公庫調査技術者講習会の開催 
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  ４．社会貢献委員会 
 （１）地域社会への公益事業の推進と協力 
（２）建築摂家事務所の業務に対する設計等を委託する建築主等からの苦情処理、一般建 

築相談調査等の推進 
（３）建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導 
（４）建築相談調査業務概要と技術基準の作成・同講習会の開催 
（５）建築見学会の開催 
（６）その他各種社会貢献事業の調査・研究と試行 
 
  ５．情報委員会 
 （１）建築情報サーバーの運用推進 
    ○ホームページの維持管理と内容の充実 
      ・建築設計事務所の業務内容及び協会活動の情報開示 
      ・一般消費者への活動開示及び会員情報の提供 
      ・会員作品の紹介 
      ・会員への情報サービスの強化 
      ・賛助会員への情報発信の機会提供 
（２）建築士事務所キャンペーンの実施 
（３）会誌の発行・メルマガ・ＦＡＸニュースの発信 
（４）社会ＰＲの実施 

 
  ６．耐震診断委員会 
 （１）既存建築物の耐震診断業務及び耐震補強設計の社会ＰＲと業務の受託 
 （２）耐震診断判定特別委員会の運営と耐震診断判定委員会の立ち上げ 
 （３）耐震診断判定特別委員会事前審査会の開催及び委員の資質向上を図る 
 （４）木造住宅耐震診断事業『すまいの安全「とうかい」防止対策事業』の推進及び協力 
 （４）木造住宅の耐震補強について情報収集 
 （６）構造設計Ｑ＆Ａ講習会の開催 
 （７）震災時の連絡網として協会独自の組織体制を整え､地域社会に貢献する為「震災復旧 

のための震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針（全構造）」講習会開催 
 （８）耐震診断・構造計算書内容確認等の相談業務 
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